
名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

医
療
法
人

拓
真
会

仁
和
寺
診
療
所

令
和
八
年
五
月
一
日

寝
屋
川
市
仁
和
寺
本
町
三
丁
目
三
番
一
一
号

も
も
ふ
く
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

寝
屋
川
市
早
子
町
二
〇
番
二
一
号
ラ
ス
タ
︱
ビ
ル
二

階

医
療
法
人
貴
生
会

い
ず
み
府
中
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ

ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

和
泉
市
府
中
町
八
丁
目
三
番
二
七
号

矢
ヶ
﨑
小
児
科
・
ア
レ
ル
ギ
︱
科

令
和
八
年
五
月
一
日

河
内
長
野
市
三
日
市
町
五
六
︱
一
六
高
岸
ビ
ル
三
階

す
な
み
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

河
内
長
野
市
喜
多
町
一
九
三
番
一
号

ふ
じ
も
と
整
形
外
科

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
東
住
吉
区
南
田
辺
五
丁
目
一
七
︱
七

大
杉
内
科

令
和
八
年
五
月
一
日

高
槻
市
永
楽
町
七
︱
一
五

ふ
る
か
わ
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

箕
面
市
桜
井
一
丁
目
一
番
三
号



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

田
中
内
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

箕
面
市
萱
野
三
丁
目
五
番
七
号

大
石
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

箕
面
市
船
場
西
三
︱
六
︱
三
二
箕
面
船
場
ク
リ
ニ
ッ

ク
ビ
ル
三
〇
二
号
室

医
療
法
人

い
な
が
き
レ
デ
ィ
︱
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
七
日

大
阪
市
東
成
区
中
道
一
丁
目
一
番
一
号
岡
室
ビ
ル
五

階

医
療
法
人
晶
瑛
会

す
ず
き
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

吹
田
市
垂
水
町
一
丁
目
二
番
一
九
号
シ
ェ
モ
ア
豊
津

一
階

に
し
の
小
児
科

令
和
八
年
五
月
一
日

吹
田
市
垂
水
町
三
丁
目
二
三
番
五
号

久
保
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

吹
田
市
江
坂
町
一
丁
目
二
一
番
一
六
号
Ｓ
︱
Ｆ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
江
坂
公
園

二
階

平
田
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

吹
田
市
五
月
が
丘
北
一
三
番
一
号
第
二
旭
永
ビ
ル
二

階


村
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
七
日

吹
田
市
竹
見
台
四
︱
二
︱
六

お
お
に
し
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

吹
田
市
長
野
東
七
︱
二
四
グ
ラ
ン
ド
セ
ン
タ
︱
千
里

丘
二
階

吹
田
市
立
休
日
急
病
診
療
所

令
和
八
年
五
月
三
一
日

吹
田
市
青
山
台
四
丁
目
三
一
番
二
〇
号



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

医
療
法
人
瑞
穂
会

と
も
の
木
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
天
王
寺
区
清
水
谷
町
七
番
九
号

Ｉ
Ｓ
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
西
区
靱
本
町
一
丁
目
七
番
九
号
靭
イ
︱
ス
ト

ビ
ル
一
階

く
ぼ
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
西
区
新
町
四
丁
目
四
︱
二
に
こ
に
こ
ビ
ル
一

〇
三
号

山
本
内
科
循
環
器
科

令
和
八
年
五
月
一
日

大
東
市
新
町
一
四
︱
五
メ
ゾ
ン
橋
喜
一
Ｆ

泌
尿
器
科
ま
る
や
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
住
吉
区
東
粉
浜
三
丁
目
一
二
番
一
三
号
チ
エ

ロ
・
マ
レ
東
粉
浜
Ⅰ

一
階

重
光
眼
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

枚
方
市
楠
葉
朝
日
三
丁
目
六
番
二
三
号

大
島
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

枚
方
市
東
香
里
一
丁
目
二
四
番
三
〇
号

脳
神
経
内
科

は
つ
た
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

枚
方
市
楠
葉
花
園
町
一
一
番
三
号
京
阪
く
ず
は
メ
デ

ィ
ケ
ア
モ
︱
ル
二
階

ゆ
う
眼
科

令
和
八
年
五
月
一
日

枚
方
市
津
田
西
町
二
丁
目
三
三
番
三
号
オ
カ
モ
ト
ビ

ル
一
階

よ
し
む
ら
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

枚
方
市
星
丘
二
丁
目
二
二
番
四
五
号



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

医
療
法
人

こ
じ
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

池
田
市
菅
原
町
一
番
一
号
池
田
市
中
央
公
民
館
一
階

ク
リ
ニ
ッ
ク
モ
ロ
イ

令
和
八
年
五
月
一
日

門
真
市
下
島
町
一
番
一
八
号

医
療
法
人
邦
明
会

樫
原
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
大
正
区
三
軒
家
西
二
丁
目
一
八
番
五
号

医
療
法
人
得
伊
会

中
山
診
療
所

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
大
正
区
泉
尾
三
丁
目
一
三
番
五
号

日
野
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
此
花
区
西
九
条
四
丁
目
三
番
三
八
号
ラ

デ

ィ
ッ
シ
ュ
九
九

二
階

し
ま
だ
循
環
器
・
糖
尿
病
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
旭
区
大
宮
二
︱
一
七
︱
一
四
ア
イ
リ
ス
千
林

大
宮

三
階

ふ
さ
お
か
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

守
口
市
日
向
町
六
番
一
三
号

医
療
法
人
満
領
会

画
像
診
断
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
西
成
区
山
王
一
丁
目
八
番
三
号
ド
ゥ
ス
プ
ラ

ン
ド
ゥ
︱
ル
三
階

医
療
法
人
真
世
会

佐
井
胃
腸
科
肛
門
科

令
和
八
年
五
月
一
日

藤
井
寺
市
岡
二
丁
目
一
一
番
六
号

医
療
法
人

寺
嶋
・
塚
田
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
七
日

交
野
市
天
野
が
原
町
五
丁
目
一
四
番
二
号



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

医
療
法
人

岩
本
医
院

令
和
八
年
五
月
七
日

摂
津
市
千
里
丘
二
丁
目
一
二
番
一
〇
号

と
く
や
ま
眼
科

令
和
八
年
五
月
一
日

豊
中
市
原
田
元
町
三
丁
目
三
番
一
四
号

え
い
ら
く
診
療
所

令
和
八
年
五
月
一
日

豊
中
市
春
日
町
二
丁
目
四
番
一
〇
︱
二
〇
三
号

水
沢
整
形
外
科

令
和
八
年
五
月
一
日

豊
中
市
庄
内
東
町
三
︱
八
︱
一
六

か
し
い
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
北
区
大
淀
中
三
丁
目
一
一
番
三
二
号

医
療
法
人
愛
生
会

扇
町
レ
デ
ィ
︱
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
八
日

大
阪
市
北
区
野
崎
町
一
番
二
〇
号

医
療
法
人
友
紘
会

内
田
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

茨
木
市
美
穂
ケ
丘
三
番
六
号
山
本
ビ
ル

医
療
法
人
友
紘
会

友
紘
会
総
合
病
院

令
和
八
年
五
月
一
日

茨
木
市
西
豊
川
町
二
五
番
一
号

は
し
も
と
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
浪
速
区
難
波
中
二
丁
目
二
番
一
二
号
有
馬
ビ

ル
七
Ｆ

医
療
法
人

北
山
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
城
東
区
成
育
一
丁
目
一
番
一
二
号



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

に
し
や
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

松
原
市
高
見
の
里
三
丁
目
四
番
三
〇
号

医
療
法
人

中
原
耳
鼻
咽
喉
科

令
和
八
年
五
月
一
日

松
原
市
阿
保
三
丁
目
四
番
二
九
号

ひ
ろ
わ
た
り
診
療
所

令
和
八
年
五
月
一
日

松
原
市
高
見
の
里
一
丁
目
二
番
三
〇
号
ふ
ぁ
み
～
ゆ

松
原
中
央
一
Ｆ

一
〇
一
号
室

成
谷
整
形
外
科

令
和
八
年
五
月
一
日

東
大
阪
市
島
之
内
一
丁
目
七
番
二
六
号

ｍ
ｕ
ｓ
ｕ
ｂ
ｉ
の
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

東
大
阪
市
中
鴻
池
町
一
丁
目
七
番
三
〇
号

医
療
法
人
熊
本
会

松
田
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

東
大
阪
市
花
園
本
町
一
丁
目
一
番
八
号
真
荼
枷
ビ
ル

一
階

愛
光
園
診
療
所

令
和
八
年
五
月
一
日

八
尾
市
服
部
川
三
丁
目
七
四
番
地
二

む
い
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
平
野
区
平
野
宮
町
一
丁
目
五
番
五
号
一
八
四

号
室

整
形
外
科
ひ
ろ
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
二
五
日

大
阪
市
平
野
区
平
野
元
町
九
︱
二
一

い
の
う
え
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

堺
市
堺
区
楠
町
一
丁
一
番
二
四
号



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

し
い
な
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

堺
市
堺
区
永
代
町
六
丁
二
︱
一
四

よ
し
だ
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

堺
市
南
区
鴨
谷
台
二
丁
五
︱
一
光
明
セ
ン
タ
︱
ビ
ル

二
階
二
〇
三
号
室

佐
々
木
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

堺
市
北
区
百
舌
鳥
赤
畑
町
二
丁
五
五
︱
一
Ｔ
Ｓ
カ
︱

サ
・
セ
コ
ン
ド
マ
ン
シ
ョ
ン
一
階

ふ
く
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
淀
川
区
西
中
島
五
丁
目
六
の
三
チ
サ
ン
第
二

新
大
阪
八
〇
六
号



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

松
浦
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

堺
市
北
区
長
曾
根
町
三
〇
八
一
番
地
二
一

医
療
法
人

樋
口
歯
科
診
療
所

令
和
八
年
五
月
三
一
日

堺
市
北
区
新
金
岡
町
三
丁
四
番
八
号

イ
ワ
オ
歯
科

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
福
島
区
福
島
七
丁
目
二
一
番
一
七
号
リ
︱
ガ

ル
タ
ワ
︱
福
島
二
〇
一
号
室

か
し
わ
せ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

寝
屋
川
市
早
子
町
一
二
︱
一
〇
エ
ル
グ
レ
︱
ス
寝
屋

川
一
Ｆ

廣
瀨
歯
科
診
療
所

令
和
八
年
五
月
一
日

河
内
長
野
市
野
作
町
三
二
番
一
六
号

つ
づ
き
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
東
住
吉
区
今
川
三
丁
目
八
番
二
九
号

医
療
法
人

林
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
東
住
吉
区
駒
川
五
丁
目
三
番
五
号

医
療
法
人
社
団

ひ
さ
き
矯
正
歯
科

令
和
八
年
五
月
一
日

高
槻
市
高
槻
町
一
〇
番
一
九
号



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日


中
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

高
槻
市
高
槻
町
一
五
番
一
八
号

中
ビ
ル
一
階
二
階

さ
く
ら
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

箕
面
市
桜
井
一
丁
目
二
七
番
四
三
号

尾
川
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

箕
面
市
箕
面
六
丁
目
四
番
三
八
号
武
藤
ビ
ル
一
階

浦
上
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

箕
面
市
小
野
原
東
五
丁
目
一
番
二
二
号

大
山
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
二
日

吹
田
市
千
里
山
東
四
丁
目
六
番
一
〇
号
ウ
ェ
ス
ト
フ

ィ
︱
ル
ド
七

二
階

み
く
り
や
歯
科
・
矯
正
歯
科

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
天
王
寺
区
堂
ケ
芝
二
丁
目
一
二
番
一
号
堂
ケ

芝
ビ
ュ
︱
ハ
イ
ツ
一
〇
二
号
室

ナ
カ
ガ
ワ
歯
科

令
和
八
年
五
月
二
一
日

大
阪
市
天
王
寺
区
上
本
町
六
丁
目
二
番
二
二
番
地
山

崎
製
煉
ビ
ル
四
階

加
護
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
阿
倍
野
区
昭
和
町
二
丁
目
一
番
七
号
プ
チ
メ

ゾ
ン
昭
和
町
一
階

医
療
法
人
侑
恵
会

ま
つ
む
ら
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
阿
倍
野
区
阪
南
町
五
丁
目
四
番
六
号

原
歯
科

令
和
八
年
五
月
一
日

枚
方
市
伊
加
賀
西
町
三
二
番
六
〇
号



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

中
山
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
大
正
区
泉
尾
三
︱
一
三
︱
五
︱
二
Ｆ


野
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
三
日

大
阪
市
東
淀
川
区
西
淡
路
三
丁
目
一
二
番
三
三
号

さ
き
た
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
東
淀
川
区
下
新
庄
五
︱
二
︱
一
九

大
宮
横
山
歯
科

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
旭
区
大
宮
二
丁
目
二
七
番
一
二
号

お
お
で
歯
科

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
西
成
区
潮
路
二
丁
目
一
番
二
七
号

医
療
法
人

古
橋
歯
科
診
療
所

令
和
八
年
五
月
一
日

藤
井
寺
市
春
日
丘
一
丁
目
九
番
一
一
号

山
本
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
二
日

藤
井
寺
市
藤
井
寺
二
丁
目
五
番
一
八
号

も
り
よ
し
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

交
野
市
郡
津
一
丁
目
六
九
番
二
〇
号

医
療
法
人
寺
嶋
・
塚
田
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

み
づ

ほ
歯
科

令
和
八
年
五
月
一
日

交
野
市
天
野
が
原
町
五
丁
目
一
四
番
二
号

オ
ク
ノ
歯
科

令
和
八
年
五
月
二
七
日

大
阪
市
北
区
芝
田
一
丁
目
一
番
四
号
阪
急
タ
︱
ミ
ナ

ル
ビ
ル
七
階



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

棚
橋
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
北
区
西
天
満
五
丁
目
一
四
番
一
号

医
療
法
人

大
西
矯
正
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
北
区
芝
田
一
丁
目
四
番
八
号
北
阪
急
ビ
ル
デ

ィ
ン
グ
二
階

の
む
ら
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
北
区
本
庄
西
二
丁
目
二
二
番
五
号
エ
ス
ヴ
ェ

︱
ル
北
梅
田
一
階

医
療
法
人

石
井
ク
リ
ニ
ッ
ク
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
北
区
天
神
橋
五
丁
目
三
番
七
号

医
療
法
人
真
摯
会

梅
田
茶
屋
町
ク
ロ
︱
バ
︱
歯
科

・
矯
正
歯
科

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
北
区
茶
屋
町
一
五
番
二
二
号
ア
︱
バ
ン
テ
ラ

ス
茶
屋
町
四
階

あ
い
う
ら
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

茨
木
市
西
中
条
町
三
番
Ｎ
Ｓ
ビ
ル
二
〇
一

彩
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
浪
速
区
塩
草
二
丁
目
三
番
二
一
号
さ
く
ら
ん

ぼ
医
療
ビ
ル
一
階

み
な
と
町
歯
科

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
浪
速
区
幸
町
一
丁
目
一
番
一
号
夕
張
家
ビ
ル

二
〇
一
号

林
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

東
大
阪
市
四
条
町
一
番
一
五
号

医
療
法
人

優
樹
馨
会

ら
ぶ
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

東
大
阪
市
東
鴻
池
町
一
丁
目
六
番
三
〇
号
イ
オ
ン
タ

ウ
ン
東
大
阪
二
Ｆ



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

阪
口
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

東
大
阪
市
南
鴻
池
町
二
丁
目
一
︱
二
三

ノ
エ
ル
貴
島
歯
科

令
和
八
年
五
月
一
日

八
尾
市
陽
光
園
二
︱
一
︱
一
三

ほ
ん
ま
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
平
野
区
喜
連
西
五
丁
目
四
番
二
四
号
ピ
ュ
ア

シ
テ
ィ
︱
Ｋ
Ｉ
Ｒ
Ｅ
一
階
一
〇
一
号

は
ま
う
ず
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

堺
市
堺
区
浅
香
山
町
三
丁
一
二
番
一
〇
号
ハ
ナ
タ
ニ

ビ
ル
二
階

戎
島
藤
田
歯
科

令
和
八
年
五
月
一
日

堺
市
堺
区
戎
島
町
二
丁
七
〇
番
一
Ｍ
・
Ｙ
二
堺
駅
前

ビ
ル
一
階

の
の
い
歯
科

令
和
八
年
五
月
一
日

堺
市
南
区
野
々
井
六
五
番
一

永
山
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

堺
市
北
区
長
曽
根
町
一
六
六
七
番
地
ポ
ラ
︱
レ
一
階

池
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
淀
川
区
西
宮
原
一
丁
目
六
番
三
六
号
新
大
阪

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
︱
シ
ョ
ン
プ
ラ
ザ
一
〇
二

永
石
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
淀
川
区
木
川
西
一
丁
目
四
番
一
七
号
Ｔ
＆
Ｍ

ビ
ル
一
階

医
療
法
人
宏
陽
会

古
川
歯
科

古
川
キ
ッ
ズ
デ
ン

タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
中
央
区
徳
井
町
一
丁
目
二
番
二
号



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

医
療
法
人
三
友
会

キ
︱
ト
ス
矯
正
・
予
防
デ
ン
タ

ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
中
央
区
南
本
町
三
丁
目
一
番
二
号
勝
本
ビ
ル

一
階

関
歯
科
医
院

令
和
八
年
五
月
一
日

阪
南
市
黒
田
二
九
五
︱
一



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

ユ
ニ
ス
マ
イ
ル
薬
局

ふ
く
し
ま
店

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
福
島
区
福
島
二
丁
目
四
番
一
号
朝
日
放
送
ア

ネ
ッ
ク
ス
ビ
ル
一
階

サ
ン
薬
局

寝
屋
南
店

令
和
八
年
五
月
一
日

寝
屋
川
市
寝
屋
南
二
丁
目
一
︱
一
四
寝
屋
南
総
合
ビ

ル
一
Ｆ

さ
く
ら
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

寝
屋
川
市
東
大
利
町
九
番
一
一
号

テ
イ
コ
ク
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
港
区
弁
天
一
丁
目
二
番
四
号
二
〇
〇
ベ
イ
タ

ワ
︱
ウ
エ
ス
ト
二
階

あ
ゆ
み
薬
局

田
辺
店

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
東
住
吉
区
北
田
辺
六
丁
目
一
六
番
二
号
一
Ｆ

は
な
薬
局

北
田
辺
店

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
東
住
吉
区
北
田
辺
四
丁
目
一
一
番
二
四
号

幸
生
堂
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

岸
和
田
市
春
木
若
松
町
七
︱
三
〇

か
り
ん
薬
局

箕
面
船
場
店

令
和
八
年
五
月
一
日

箕
面
市
船
場
西
三
丁
目
六
︱
三
二
箕
面
船
場
ク
リ
ニ

ッ
ク
ビ
ル
一
〇
一



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

そ
う
ご
う
薬
局

千
里
丘
店

令
和
八
年
五
月
一
日

吹
田
市
長
野
東
七
︱
二
四
グ
ラ
ン
ド
セ
ン
タ
︱
千
里

丘
二
階

イ
︱
ス
ト
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
西
区
靱
本
町
一
丁
目
七
番
九
号
靭
イ
︱
ス
ト

ビ
ル
一
階

Ｂ
区
画

ス
ギ
薬
局

北
堀
江
店

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
西
区
北
堀
江
四
丁
目
四
番
八
号
西
長
堀
ビ
ル

一
階

カ
ル
ナ
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
西
区
境
川
一
丁
目
三
番
二
号
ラ
ポ
︱
ル
境
川

一
Ｆ
西
側

プ
ラ
ザ
薬
局

西
長
堀
店

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
西
区
新
町
四
丁
目
四
番
二
号
一
〇
二

シ
テ
ィ
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

池
田
市
菅
原
町
二
番
一
号
ト
ラ
イ
ビ
ル
一
階

コ
ス
モ
ス
ミ
ル
フ
ィ
︱
薬
局

小
松
店

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
東
淀
川
区
小
松
一
丁
目
一
〇
番
三
〇
号
一
階

ア
カ
カ
ベ
薬
局

鶴
見
橋
店

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
西
成
区
鶴
見
橋
一
丁
目
六
番
一
一
号

く
じ
ら
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

藤
井
寺
市
岡
二
丁
目
一
一
番
八
号

リ
ボ
ン
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

羽
曳
野
市
は
び
き
の
二
丁
目
七
︱
三
六
遠
藤
ビ
ル
三

号



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

ク
ボ
タ
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

三
島
郡
島
本
町
青
葉
一
丁
目
三
︱
一
八

ひ
む
か
薬
局

千
里
西
店

令
和
八
年
五
月
一
日

豊
中
市
新
千
里
西
町
一
丁
目
一
番
一
〇
号
Ｄ
・
グ
ラ

フ
ォ
︱
ト
一
階

ス
ギ
薬
局

西
緑
丘
店

令
和
八
年
五
月
一
日

豊
中
市
西
緑
丘
二
丁
目
八
番
五
号

き
た
よ
ど
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
北
区
本
庄
東
二
丁
目
一
番
二
二
号
小
泉
ビ
ル

一
階

扇
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
北
区
南
扇
町
七
番
二
号
セ
ン
チ
ュ
リ
︱
パ
︱

ク
ユ
ニ
東
梅
田
一
〇
一
号

マ
キ
ノ
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

茨
木
市
三
島
丘
二
丁
目
六
︱
三

は
な
ま
る
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
四
日

大
阪
市
城
東
区
古
市
三
丁
目
二
三
番
二
三
号

サ
ニ
︱
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

泉
佐
野
市
市
場
西
三
丁
目
四
︱
一
一

ア
イ
ア
イ
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

泉
佐
野
市
俵
屋
三
一
五
︱
一

な
な
い
ろ
薬
局

松
原
店

令
和
八
年
五
月
一
日

松
原
市
高
見
の
里
一
丁
目
二
︱
三
〇
ふ
ぁ
み
︱
ゆ
松

原
中
央
一
階



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

ド
ク
ト
ル
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

東
大
阪
市
花
園
本
町
一
丁
目
一
番
八
号

ス
カ
イ
薬
局

令
和
八
年
五
月
九
日

大
阪
市
都
島
区
中
野
町
二
丁
目
一
番
五
号
中
西
ビ
ル

一
階

い
し
づ
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

堺
市
西
区
浜
寺
石
津
町
中
一
丁
三
︱
八

オ
レ
ン
ジ
薬
局

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
淀
川
区
野
中
北
二
丁
目
六
番
一
五
号

ス
ギ
薬
局

木
川
東
店

令
和
八
年
五
月
一
日

大
阪
市
淀
川
区
木
川
東
四
丁
目
一
番
一
号
ル
シ
ェ
ン

ヌ
新
大
阪
一
階




